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○ 意匠法２条２項の「物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするため

に行われるものに限る。）の用に供される画像」とは，特段の事情がない限り，物品の

操作に使用される図形等が選択又は指定可能に表示されるものをいう。 

○ 意匠に係る物品を「映像装置付き自動車」とする部分意匠の登録出願に係る拒絶査

定不服審判請求について，本願部分の画像は意匠法２条２項所定の画像を構成するとは

認められないとした不成立審決が，維持された事例。 

（関連条文）意匠法２条２項，３条１項 

（関連する権利番号等）意願２０１５－５５７６号，不服２０１６－８７９９号 

判 決 要 旨 

１ 本件は，部分意匠の登録出願についての拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取

消訴訟である。  

 原告は，意匠に係る物品を「映像装置付き自動車」とし，部分意匠として意匠登録を受

けようとする部分を自動車に備えられた映像装置から周囲の路面等に表示される画像（別

紙第１の一点鎖線に囲まれた部分。以下「本願部分」という。）とした意匠登録出願をし

たが（意願２０１５－５５７６号），拒絶査定を受けたため，拒絶査定不服審判請求をし

た（不服２０１６－８７９９号）。  

 本願部分の画像は，別紙第１のとおり，自動車の開錠から発進前（又は後退前）までに

周囲の路面等に表示されるものである。例えば，①運転者が自動車を開錠すると，間隔の

狭い平行線（両線が車体の縦方向中心線近く）の画像から間隔の広い平行線（両線が車体

の縦方向中心線と車体の側面に沿った側面線との略中央に位置する）の画像に変化する，

②エンジンが始動すると，更に間隔の広い平行線（両線が車体の側面線を超える）の画像

に変化する，③ドライブモードへシフトさせる操作が行われると，この平行線の画像が順

次前に移動し，ほぼ全体が車体の前面から突出した平行線の画像に変化する，④ブレーキ

ペダルを開放する等の操作が行われると，平行線の間に配される略「＞」（終わり山括弧）

状の画像が順次前に移動する繰り返し画像がアクセルペダルの踏込まで繰り返されるなど

といったものである。  

 審決は，①本願部分の縮小画像図１～１６には操作のための図形等が一つも表れておら

ず，これらの縮小画像図１～１６を全体として見たとしても自動車の開錠操作，エンジン

の始動操作及び自動車の前進若しくは後進の操作に用いられるものとは認められず，単に

自動車の開錠から発進前までの自動車の各作動状態を周囲の路面等に表示しているにすぎ

ない，②したがって，本願部分の画像は，意匠法２条２項所定の画像を構成するとは認め

られないと判断した。  

 争点は，本願部分の画像が意匠法２条２項の「物品の操作（当該物品がその機能を発揮



 

 

できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像」（以下「物品の操

作…の用に供される画像」という。）を構成するか否かである。  

２ 本判決は，以下のとおり判示して，原告の請求を棄却した。  

 (1) 意匠法２条２項の立法経緯を踏まえて解釈すると，同項の「物品の操作…の用に供

される画像」とは，家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品に

代わって，画面上に表示された図形等を利用して物品の操作を行うことができるものを指

すというべきであるから，特段の事情がない限り，物品の操作に使用される図形等が選択

又は指定可能に表示されるものをいうものと解される。  

 (2) 本願部分の画像は，自動車の開錠から発進前（又は後退前）までの自動車の各作動

状態を表示することにより，運転者に対してエンジンキー，シフトレバー，ブレーキペダ

ル，アクセルペダル等の物理的な部品による操作を促すものにすぎない。運転者は，本願

部分の画像に表示された図形等を選択又は指定することにより，物品（映像装置付き自動

車）の操作をするものではない。  

 そうすると，本願部分の画像は，物品の操作に使用される図形等が選択又は指定可能に

表示されるものということはできない。また，本願部分の画像について，特段の事情も認

められない。  

 したがって，本願部分の画像は，意匠法２条２項所定の「物品の操作…の用に供される

画像」には当たらない。  



 

 

  



 

 

  



 

 

  


